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電波の
ルールを

勉強しよう！

あなたの「ふるさと寄付金」が
被災者支援に活かされます！

災害発生時には
災害用伝言サービスの活用を！

避難されている皆様へ
現在の所在地を
お知らせください
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こ
れ
ら
の
公
害
に
関
す
る
紛
争
で
す
。

　

 

公
害
紛
争
処
理
制
度
は
、
公
害
に

つ
い
て
の
苦
情
や
紛
争
が
あ
っ
た
と
き
、

そ
の
解
決
を
手
助
け
し
、
よ
り
よ
い
生

活
環
境
の
確
保
に
役
立
て
る
制
度
で
す
。

公
害
の
苦
情
や

紛
争
を
解
決
す
る
に
は
？

　

公
害
問
題
で
困
っ
た
場
合
の
解
決
手

段
と
し
て
、
訴
訟
の
ほ
か
に
２
つ
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。「
公
害
苦
情
相
談
」は
、

都
道
府
県
や
市
区
町
村
な
ど
身
近
な
行

政
機
関
の
公
害
苦
情
相
談
窓
口
で
気
軽

に
相
談
で
き
ま
す
。
相
談
内
容
に
応
じ

て
職
員
が
現
地
調
査
を
し
た
り
苦
情
の

原
因
者
へ
の
助
言
、
指
導
を
行
い
、
近

隣
住
民
と
の
間
の
話
合
い
に
立
ち
会
う

な
ど
に
よ
り
解
決
に
努
め
ま
す
。

　

当
事
者
間
の
対
立
が
深
刻
で
解
決
の

見
通
し
が
立
た
な
い
場
合
等
に
、
専
門

の
機
関
が
紛
争
の
解
決
に
努
め
る
の
が

「
公
害
紛
争
処
理
」
で
す
。
第
三
者
が

入
っ
て
話
合
い
を
進
め
た
り
、
当
事
者

の
主
張
・
立
証
を
基
に
中
立
公
正
に
判

断
を
下
し
た
り
し
ま
す
。　

第
三
者
が
間
に
入
る
こ
と
で
、

中
立
公
正
に
紛
争
を
解
決

　

こ
の
た
め
の
機
関
が
国
の
公
害
等
調

整
委
員
会
や
都
道
府
県
公
害
審
査
会
等

で
、
法
律
の
専
門
家
、
医
師
、
大
学
教

授
な
ど
の
各
分
野
の
有
識
者
が
委
員
と

な
り
、
中
立
公
正
な
立
場
か
ら
、
調
停
、

土
壌
の
汚
染 

4

騒
音 

5

振
動 

6

地

盤
の
沈
下 

7

悪
臭
に
よ
っ
て
、
人
の

健
康
ま
た
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
が

生
ず
る
こ
と
、
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
１
か
ら
7

ま
で
の
７
種
類

を
「
典
型
７
公
害
」
と
呼
び
ま
す
。

　

公
害
紛
争
処
理
の
対
象
と
な
る
の
は
、

近
所
の
施
設
の
騒
音
・
悪
臭 

そ
れ
は
「
公
害
」
？

　
「
公
害
」
は
、
環
境
基
本
法
に
よ

り
、
事
業
活
動
や
そ
の
他
の
人
の
活
動

に
伴
っ
て
生
ず
る
相
当
範
囲
に
わ
た

る
１
大
気
の
汚
染 

2

水
質
の
汚
濁 

3

都道府県、
市区町村の
公害担当課等
の窓口

公害紛争公害苦情

公害等調整委員会
都道府県

公害審査会等

（訴えの提起等）

●損害賠償責任
　の有無
●因果関係の
　存否　　

●重大事件　
●広域処理事件　
●県際事件

●左を除く事件

裁　  定
あっせん
調　  停
仲　  裁

あっせん
調　  停
仲　  裁

判  　決
調  　停

公害紛争処理制度による解決 司法的解決

 公害苦情
相談員に
よる苦情処理

裁判所

公害問題で困った場合

（相談）  （申請）（申請）

（
争
い
に
な
っ
た
場
合
）

裁
定
（
公
害
等
調
整
委
員
会
の
み
）
な

ど
の
手
続
を
行
い
、
紛
争
の
解
決
に
努

め
ま
す
。

１ 専門的知見の活用　 2 機動的な資料収集・調査　 3 迅速な解決　 4 低廉な費用
5 柔軟な手続による解決　 6 公害防止対策への反映　 7 フォローアップ

[公害紛争処理制度に関する相談窓口]

総務省公害等調整委員会事務局
公調委  公害相談ダイヤル

☎03-3581-9959
　　(月～金曜  10:00～18:00)

[総務省　公害等調整委員会]

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/

公害紛争処理制度の特長

今月の
キーワード

公害紛争処理制度

2MIC   June 20113 MIC   June 2011

3 ニッポンの今を知る
「公害紛争処理制度」

地方のかがやき20
地域の魅力を新たに発掘！
ほっと立ち寄れる「おもてなし」のまち

栃木県 鹿沼市

特集10

守って！ 電波のルール
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実はここにも総務省❸

平成24年経済センサス−活動調査
を実施します

MIC NEWS18
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4 避難されている皆様へ
現在の所在地をお知らせください

6 あなたの「ふるさと寄付金」が
被災者支援に活かされます！

8 災害発生時には
災害用伝言サービスの活用を！

地デジ化すんでますか
—あなたの地デジ化、お手伝いします—

14 MIC FOCUS
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深
夜
営
業
の
店
の
騒
音
で

眠
れ
な
い
わ
。

騒
音
の
せ
い
で
毎
日
寝
不
足
…
。

な
ん
と
か
解
決
で
き
な
い
か
し
ら
。

総
務
省
の

公
害
等
調
整
委
員
会
に

相
談
窓
口
が
あ
る
の
ね
！総務省

公害等調整委員会事務局
公調委公害相談ダイヤル
03-3581-9959

あ
ら
？

う
ち
も

悪
臭
や

騒
音
が
…
。

畑
の

土
壌
汚
染
が
…
。

近
く
の

工
場
の
煙
が
…
。

騒音や
悪臭等で
お困りの方へ

騒音や
悪臭等で
お困りの方へ

な
る
ほ
ど

い
ろ
ん
な
特
長
が

あ
る
の
ね
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避
難
先
の
市
町
村
へ

ご
自
身
の
情
報
を

　

東
日
本
大
震
災
等
に
よ
り
、
多

く
の
方
々
が
お
住
ま
い
の
家
を
離

れ
、
全
国
各
地
に
避
難
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
の
方
々
が
避
難
さ

れ
る
前
に
お
住
ま
い
の
県
や
市
町

村
で
は
、
避
難
さ
れ
た
方
々
の
現

在
の
所
在
地
な
ど
の
情
報
把
握
が

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、全
国
の
都
道
府
県
・

市
町
村
の
協
力
に
よ
り
、「
全
国

避
難
者
情
報
シ
ス
テ
ム
」
の
運
用

が
4
月
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
住
所
地
か
ら
避
難
さ

れ
た
方
々
に
、
避
難
先
の
市
町
村

ま
で
現
在
の
避
難
先
等
に
関
す
る

情
報
を
任
意
に
ご
提
供
い
た
だ
き
、

そ
の
情
報
を
住
所
地
の
県
や
市
町

避
難
さ
れ
て
い
る
皆
様
へ

現
在
の
所
在
地
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い

村
へ
提
供
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム

で
す
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
避
難
前
に
お

住
ま
い
の
県
や
市
町
村
か
ら
、
避

難
さ
れ
て
い
る
方
々
へ
、
さ
ま
ざ

ま
な
情
報
を
お
届
け
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

避
難
前
の
県
や
市
町
村
か
ら
、

重
要
な
お
知
ら
せ
を
お
届
け

　

避
難
先
な
ど
の
情
報
を
提
供
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、（
1
）

見
舞
金
な
ど
の
給
付
の
お
知
ら
せ
、

（
2
）
国
民
健
康
保
険
証
の
再
発

行
の
お
知
ら
せ
、（
3
）
税
や
保

険
料
の
減
免
措
置
等
の
お
知
ら
せ
、

（
4
）
仮
設
住
宅
の
提
供
状
況
な

ど
、
住
所
地
の
自
治
体
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
を
、
避
難
し
て
い
る

皆
様
に
お
届
け
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

避
難
先
な
ど
の
情
報
提
供
は
、

全
国
の
市
町
村
（
一
部
の
被
災
団

体
を
除
く
。）で
受
付
中
で
す
。

市
町
村
窓
口
や

避
難
所
に
て
受
付
中

　

住
所
地
の
自
治
体
を
離
れ
て
避

難
さ
れ
て
い
る
方
は
、
指
定
の
様

式
に
、
ご
自
身
の
避
難
先
等
を
記

入
し
、
避
難
先
の
市
町
村
へ
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

情
報
提
供
の
様
式
は
、
避
難
先

の
市
町
村
の
窓
口
や
避
難
所
で
受

け
取
れ
る
ほ
か
、
下
記
の
総
務
省

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

　

提
供
し
て
い
た
だ
く
情
報
は
、

「
氏
名
・
生
年
月
日
・
性
別
」「
避

難
前
の
住
所
」「
避
難
先（
避
難
所
、

個
人
宅
等
）の
所
在
地
」な
ど
で
す
。

　

提
供
し
て
い
た
だ
い
た
情
報
は
、

避
難
先
の
都
道
府
県
で
集
約
さ
れ
、

避
難
前
の
自
治
体
に
情
報
が
届
け

ら
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
避
難
先
の
市
町
村
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

総務省　自治行政局「全国避難者情報システム」
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000082.html

More
Info

避難されている皆様へのお願い

避
難
さ
れ
て
い
る
皆
様

全国の
市町村で
受付中

東日本大震災等により、
避難されている皆様、
避難先の市町村へ
ご自身の避難先等の
情報をご提供ください。
避難される前にお住まいの
県や市町村から、
さまざまなお知らせを

お届けできるようになります。

（１）避難先の市町村へ、ご自身の情報をご提供ください。
（２） 避難前にお住まいの県や市町村からさまざまなお知ら

せをお届けできるようになります。

（１）提供していただく情報
・氏名、生年月日、性別
・避難前の住所
・避難先（避難所、個人宅等）の情報

（2）お知らせ
・見舞金等の各種給付のお知らせ
・国民健康保険証の再発行のお知らせ
・税や保険料の減免・猶予・期限延長等のお知らせなど

※ 詳しくは、避難先の市町村へお問い合わせください。

全国避難者情報システム

避
難
先
の
市
町
村

避
難
前
に
お
住
ま
い
の
県
・
市
町
村

避
難
先
の
都
道
府
県

（
全
国
避
難
者
情
報
シ
ス
テ
ム
）
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TOPICS
トピックス 2ふ
る
さ
と
寄
付
金
で

被
災
地
復
興
支
援
を
！

　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
県

や
市
町
村
へ
、
寄
付
金
や
義
援
金

を
送
り
た
い
と
考
え
て
い
る
方
も

多
い
と
思
い
ま
す
。

　

寄
付
金
は
地
方
団
体
に
対
す
る

支
援
を
目
的
と
し
、
義
援
金
は
被

災
者
に
対
す
る
支
援
を
目
的
と
す

る
も
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
被
災

地
へ
の
寄
付
金
や
義
援
金
を
「
ふ

る
さ
と
寄
付
金
」
の
制
度
を
活
用

し
て
行
う
と
、
そ
の
年
の
所
得
税

と
翌
年
度
の
個
人
住
民
税
の
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

自
分
が
居
住
す
る
市
区
町
村
以

外
に
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
ふ
る

さ
と
や
、
出
身
地
以
外
の
任
意
の

地
方
団
体
に
寄
付
し
、
一
定
の
税

あ
な
た
の
「
ふ
る
さ
と
寄
付
金
」
が

被
災
者
支
援
に
活
か
さ
れ
ま
す
！

控
除
を
受
け
ら
れ
る
の
が
「
ふ
る

さ
と
寄
付
金
」
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
の
活
用
の
た
め
、
被

災
地
方
団
体
で
は
、
寄
付
金
・
義

援
金
の
受
入
口
座
を
開
設
し
て
い

ま
す
。
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

そ
の
一
覧
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
被
災
地
方
団
体
に
直
接

寄
付
す
る
場
合
の
ほ
か
、
日
本
赤

十
字
社
や
中
央
共
同
募
金
会
な
ど

に
、
義
援
金
と
し
て
寄
付
す
る
場

合
に
も
「
ふ
る
さ
と
寄
付
金
」
と

し
て
所
得
税
と
個
人
住
民
税
で
控

除
（
還
付
）
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

寄
付
の
申
込
み
や

手
続
に
つ
い
て

　

具
体
的
な
寄
付
の
申
込
手
続
や

方
法
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
団
体

総務省　自治税務局　「ふるさと寄付金など個人住民税の寄附金税制」
http://www.soumu.go.jp/shinsai/index.html

More
Info

に
よ
っ
て
申
込
書
が
必
要
に
な
る

な
ど
、
手
続
が
異
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
寄
付
し
た
い
地
方

団
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
事
前

に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、
確
定
申
告
等
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
そ
の
際
に
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
振
込
書
の
控
や
受
領
証

な
ど
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。寄

付
を
し
た
翌
年
度
の

個
人
住
民
税
か
ら
控
除

 「
ふ
る
さ
と
寄
付
金
」
に
よ
っ

て
控
除
（
還
付
）
さ
れ
る
額
は
、

所
得
税
と
個
人
住
民
税
を
合
わ
せ

て
、
お
お
む
ね
［
寄
付
金
額

−

5
千
円
］
と
な
り
ま
す
。
控
除
さ

れ
る
額
に
は
上
限
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
お
住
ま
い
の
市
区

町
村
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ん
の
心
遣
い
が
被
災
者
支

援
に
活
か
さ
れ
ま
す
。

どのような書類や手続が必要ですか？

どのくらい税金が軽減されますか？

●  12月末までに行った寄付については、来年の申告期間（平成24年2月16日～ 3月15日）までに最寄りの税務署に確定申
告をしてください。

● その際に、地方団体等への義援金等であることが分かる受領証や振込票の控、または郵便振替の半券（原本）などの書類
が必要となりますので、大切に保管してください。
● 確定申告の際には、自宅から申告でき、より早く還付される便利なe-Tax（電子申告）をぜひご利用ください。詳しくは、
国税庁e-Taxホームページ（ http://www.e-tax.nta.go.jp/）をご覧ください。

（１）被災地方団体の義援金・寄付金専用口座へ振込み
（振込票の控や受領証などを保管）

● 寄付をしたい被災地方団体の 
義援金・寄付金専用口座

　 総務省HPや各地方団体のHPでご確認ください。

● 日本赤十字社や中央共同募金会等の 
義援金専用口座

　 各団体HPでご確認ください。

「被災地方団体に寄付金や義援金を寄付する場合」

（１）義援金専用口座へ振込み 
（振込書の控を保管）

（２）振込票の控や地方団体の受領証などを添付して、 
来年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告
（３）所得税と個人住民税で控除（還付）

「日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府に義援金を寄付する場合」

「ふるさと寄付金」はどこにできますか？

給与所得者が都道府県（市区町村）に対し、平成23年に寄付した場合

寄付者の年収 寄付金額 軽減額合計 住民税軽減額 所得税軽減額

300万円

1万円 5,150円 4,750円 400円

5万円 16,000円 13,600円 2,400円

10万円 23,500円 18,600円 4,900円

500万円

1万円 5,300円 4,500円 800円

5万円 32,050円 27,250円 4,800円

10万円 42,050円 32,250円 9,800円

700万円

1万円 5,600円 4,000円 1,600円

5万円 45,600円 36,000円 9,600円

10万円 66,250円 46,650円 19,600円
※軽減額は一例であり、実際の軽減額とは異なる可能性があります。
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災害用伝言ダイヤル（171）の使い方

TOPICS
トピックス 3災
害
時
は
通
信
が
大
混
雑

伝
言
サ
ー
ビ
ス
が
便
利
で
す

　

今
般
の
東
日
本
大
震
災
の
よ
う

な
大
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
被

災
地
へ
の
電
話
が
殺
到
し
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
で
は
最
大
で
平
常

時
の
約
50
倍
以
上
の
通
話
が
集
中

し
た
携
帯
電
話
事
業
者
も
あ
り
、

電
話
が
つ
な
が
り
に
く
く
な
り
ま

し
た
。

　

こ
う
し
た
通
信
の
混
雑
の
影
響

を
避
け
、
家
族
や
知
人
の
安
否
確

認
や
、
避
難
場
所
の
連
絡
等
を
ス

ム
ー
ズ
に
行
え
る
の
が
「
災
害
用

伝
言
サ
ー
ビ
ス
」
で
す
。

　

被
災
地
の
方
が
自
宅
の
固
定
電

話
番
号
宛
に
伝
言
を
録
音
し
、
そ

れ
を
全
国
か
ら
再
生
で
き
る
の
が

「
災
害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
」
で
す
。

災
害
発
生
時
に
は

災
害
用
伝
言
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
を
！

総務省    災害用伝言サービス（災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板等）
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html

More
Info

　

パ
ソ
コ
ン
で
は
「
災
害
用
ブ

ロ
ー
ド
バ
ン
ド
伝
言
板
（
w
e
 b
 

1
7
1
）」、
携
帯
電
話
・
P
H
S

で
は
「
災
害
用
伝
言
板
」
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

携
帯
・
P
H
S
各
社
が
提
供
し

て
い
る
「
災
害
用
伝
言
板
」
で
は
、

携
帯
電
話
・
P
H
S
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
機
能
を
使
い
、
被
災

地
の
方
が
伝
言
を
文
字
で
登
録
し
、

携
帯
電
話
・
P
H
S
番
号
を
も
と

に
し
て
全
国
か
ら
伝
言
を
確
認
で

き
ま
す
。

災
害
発
生
時
は

手
短
に
状
況
を
伝
え
て

　

災
害
発
生
時
に
は
こ
う
し
た

サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
通
信
の
混
雑
を
防
ぎ
、
か
つ

家
族
や
友
人
な
ど
の
安
否
を
迅
速

に
確
認
で
き
ま
す
。
そ
れ
と
と
も

に
、
電
話
を
か
け
る
場
合
に
は
手

短
な
通
話
を
心
が
け
た
り
、
不
要

不
急
な
電
話
や
リ
ダ
イ
ヤ
ル
を
控

え
た
り
す
る
こ
と
で
、
被
災
地
内

の
緊
急
を
要
す
る
電
話
が
ス
ム
ー

ズ
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
改
め
て

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

災害用伝言板の使い方
「171」をダイヤルするとガイダンスが流れるので、それにしたがって「1」をダ
イヤルし伝言を録音します。この伝言は48時間保存されます。伝言を聞くには
「171」のあとに「２」をダイヤル。「171」さえ覚えておけば、あとはガイダンス
に沿って使えます。

「災害用伝言板」は震度6弱以上の地震など、大きな災害が発生した場合に緊急
開設されます。被災地域内など各社が指定した地域の携帯電話・PHSから登録
することができます。体験利用の際はメニューリスト内からアクセスしてください。

伝言録音時間 ……… 1伝言あたり30秒以内。
伝言登録数 ………… 1電話番号あたり、最大10伝言まで。
伝言保存時間 ……… 登録してから48時間。保存時間を過ぎると自動的に消去されます。
利用料金 ………………  伝言の録音・再生には、被災地の電話番号までの通話料が必要です。 

※災害用伝言ダイヤルの利用料は不要です。

提供告知 ………………  提供の開始、登録できる電話番号等の運用方法・提供条件については、 
NTTを通じ、テレビ・ラジオ・インターネット等で告知されます。

暗証番号 ………………  他人に聞かれたくない伝言などは暗証番号の利用による録音・再生も可能です。

登録件数 ………………  1電話番号あたり、最大10伝言まで 
（ソフトバンクモバイルは80伝言まで）

保存期間 ………………  1つの災害での災害用伝言板を終了するまで。 
（KDDI（au）及びイー・モバイルは登録してから最大31日）

利用料 …………………  災害用伝言板の利用料・パケット通信料は無料。 
（他社の災害用伝言板のアクセスにはパケット通信料が必要）

提供の告知 …………  開始、登録可能地域等については、テレビやラジオ、 
インターネットで告知されるほか「災害用伝言サービス」
の案内ページで確認できます。

詳しくは下記サイトをごらんください。

注意点

注意点

「171」をダイヤル
（ガイダンスが流れます）

録音する時は「1」

登録方法

確認方法

再生する時は「2」

伝言が再生されます伝言を録音します

被災地の自宅の電話番号、
または、連絡をとりたい被災地の方の

電話番号を市外局番から入力
（ガイダンスが流れます）

STEP

1

STEP

2
STEP

2

STEP

3
（１）トップメニューから災害
用伝言板を選択。

1 メニューリスト
2 エリア情報
3 週刊ガイド

（２）「災害用伝言板」の中の
「登録」を選択。

災害用伝言板

安否情報の登録・確認
ができます

登録
確認
削除

ご利用方法
（３）「無事です。」等、現在の状
態を選び、任意で100文字以
内のコメントを入力。（状態の
複数選択や、コメントのみの利
用も可能）

災害用伝言板
●状態
□ 無事です。　　　
□ 被害があります。
□ 自宅にいます。
□ 避難所にいます。

●コメント(1～100文字)
（例）今、家族全員で近
　所の小学校にいます。

登録

（３）伝言が登録されていると
一覧が表示されるので、詳細
を確認したい伝言を選択。

災害用伝言板

090××××××××
1　11/06/01　17:30
2　11/06/01　15:20
3　11/06/01　14:40
4　11/06/01　13:10
5　11/06/01　11:50

戻る

（４）最後に「登録」を押して
完了。
続いて登録内容を送信する場
合は「送信」を選択。

災害用伝言板

送信

登録しました
登録した伝言を下記の
アドレスに通知します。

通知される相手に
お客様の携帯電話番号が

表示されます。
〇〇〇〇 @ 〇〇 .ne.jp

（４）伝言を確認。

災害用伝言板

次へ
戻る

090 ××××××××
11/06/01　17:30
無事です。
今、家族全員で近所
の小学校にいます。

ご利用方法
（1）「災害用伝言板」の中から
「確認」を選択。

安否情報の登録・確認
ができます

登録
確認
削除

ご利用方法
（２）安否を確認したい方の
携帯電話・PHS番号を入力し
「検索」を押す。

災害用伝言板

安否情報を確認した
い人の携帯電話番号
を入力してください。
090××××××××

検索

検索

災害用伝言板

災害用伝言板
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6
月
1
日
は
電
波
の
日

正
し
い
利
用
法
を
知
ろ
う

　

昭
和
25
年
6
月
1
日
、
電
波
法

な
ど
が
施
行
さ
れ
、
国
民
一
般
に

電
波
の
利
用
が
開
放
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
記
念
し
、
6
月
1
日
は
「
電

波
の
日
」
と
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
日
に
ち
な
ん
で
、
総

務
省
で
は
毎
年
6
月
1
日
か
ら
10

日
ま
で
を
「
電
波
利
用
環
境
保
護

周
知
啓
発
強
化
期
間
」と
定
め
、不

法
な
電
波
の
利
用
な
ど
を
防
止
す

る
た
め
集
中
的
に
周
知
・
啓
発
活

動
を
行
う
と
と
も
に
、
不
法
無
線

局
の
取
締
り
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

守
っ
て

電
波
の

ル
ー
ル

特
集

　

正
し
く
電
波
を
利
用
し
て
い
る

人
や
、
快
適
な
社
会
生
活
を
保
護

す
る
た
め
に
も
、
電
波
利
用
の

ル
ー
ル
遵
守
は
不
可
欠
で
す
。
そ

し
て
、
ル
ー
ル
を
守
る
と
同
時
に
、

不
正
を
見
逃
さ
な
い
こ
と
も
大
切

で
す
。

 「
で
も
、
ど
ん
な
こ
と
が
不
正

利
用
に
な
る
の
？
」

　

と
疑
問
に
思
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
こ

の
特
集
の
終
わ
り
ま
で
目
を
通
し

て
く
だ
さ
い
。
電
波
の
ル
ー
ル
に

つ
い
て
、
分
か
り
や
す
く
ご
案
内

し
ま
す
。
こ
れ
を
機
会
に
、
み
ん

な
で
電
波
利
用
の
ル
ー
ル
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

！放送や携帯電話、ネットワーク機器や家電などに使われ、
今や私たちの暮らしになくてはならない電波。

様々なコミュニケーションの媒体として役立つだけではなく、
国民の安心・安全を確保するために欠かせないものです。

一方で、無免許での電波の不正使用などのルール違反も多発しています。
そのため、総務省では電波に関するルールづくりと、
正しい運用についての管理などを行っています。

電波は正しく
使ってね！

不法電波でこのような障害が起こります！！
不法電波は、携帯電話やテレビ・ラジオに障害を与えるなど日常生活に悪影響を及ぼすばかりか、

消防・救急、警察や列車、航空機など人命にかかわる重要な無線通信を妨害して、私たちの生活を脅かします。

要注意

携帯電話の電波を
妨害してしまう

防災行政無線を
妨害してしまう

消防・救急無線を
妨害してしまう

鉄道の無線を
妨害してしまう

携帯電話の基地局が妨害を受けると、通話に雑音が
入ったり、音が聞こえにくくなったり、場合によって
は通話ができなくなったりします。

地震や水害などの災害時に防災行政無線が妨害さ
れると、避難勧告などの緊急通信に支障をきたし、
人命や財産を脅かすような大きな問題となります。

救急車や消防車などの緊急無線に雑音が入った
り、妨害されると、病院への搬送が遅れたり、消火
活動が遅れるなど、人命や財産にかかわる深刻な問
題が起こります。

鉄道の無線に妨害が入ると、列車の運行に支障が
生じ、大勢の人に迷惑をかけることがあります。

電波を秩序正しく利用するために、我が国では「電波法」において電波の利用方法が規定されています。電波の利用には原則免許が
必要で、不法な無線局の開設や国内の規格に適合しない無線機の使用は禁止されています。今お使いの無線機器が違法でないかチ
ェックしてみましょう。

電波の利用にはルールがあります
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センサ局

センサ局

不法無線局探索車画面
（センタ局と同様の画面表示）

通信回線

不法無線局
探索車不法無線局

センタ局

（総合通信局等）
遠隔操作

センタ局画面

センタ局画面

電波の監視役
「DEURAS」
どんなことを
しているの？

ど
う
や
っ
て

電
波
を
監
視
す
る
の
？

　

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
の
九
段
第
三

合
同
庁
舎
に
あ
る
関
東
総
合
通
信
局
。
電

波
監
視
室
は
フ
ロ
ア
の
一
番
奥
ま
っ
た
ス

ペ
ー
ス
に
位
置
し
、
関
係
者
以
外
立
ち
入
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
扉
を
開
け
る
と
、
正

面
に
監
視
表
示
装
置
が
並
び
、
担
当
職
員
が

電
波
の
監
視
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
が
電

波
監
視
シ
ス
テ
ム「
D
E
U
R
A
S（
デ
ュ
ー

ラ
ス
）」
の
頭
脳
と
い
う
べ
き
場
所
で
す
。

総
務
省
で
は
、
全
国
の
総
合
通
信
局
と
沖

縄
総
合
通
信
事
務
所
に
D
E
U
R
A
S
を

配
備
し
て
、
不
法
電
波
の
監
視
や
電
波
の

運
用
状
況
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
無
線
局
の
免
許
人
や
一
般
の
方
か
ら

不
法
電
波
に
関
す
る
申
告
が
あ
れ
ば
、
た

だ
ち
に
D
E
U
R
A
S
を
使
っ
て
発
射
源
の

動
く
D
E
U
R
A
S
の
出
番
！

　

電
波
監
視
室
で
お
お
ま
か
な
位
置
を
掴

ん
だ
あ
と
、
正
確
な
位
置
を
特
定
す
る
た

め
に
不
法
無
線
局
探
索
車
D
E
U
R
A
S

-

M
が
出
動
し
ま
す
。
こ
の
車
に
は
可
搬
型

の
測
定
装
置
が
搭
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
移

動
し
な
が
ら
不
法
電
波
の
発
射
源
に
迫
る

こ
と
の
で
き
る
頼
も
し
い
機
能
を
備
え
た

車
両
で
す
。
さ
ら
に
、
担
当
職
員
が
携
帯

型
方
位
測
定
装
置
を
操
作
し
な
が
ら
移
動

し
、
見
え
な
い
敵
で
あ
る
不
法
電
波
の
発

射
源
を
追
い
詰
め
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
目
に
は
見
え
な
い
電
波
を

ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
し
て
画
面
に
映
し
出
す
こ

と
の
で
き
る
電
波
発
射
源
可
視
化
装
置
も

あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
使
用
す
る
機
器

を
使
い
分
け
て
い
ま
す
。
電
波
監
視
の
技

セ
ン
タ
局
の
地
図
上
に
示
さ
れ
た

赤
い
ラ
イ
ン
が
電
波
の
到
来
方
向

　

不
法
電
波
の
探
索
は
、
総
合
通
信
局
の

「
セ
ン
タ
局
」
か
ら
、
全
国
約
3
4
0
カ
所

に
設
置
し
た
「
セ
ン
サ
局
」
を
遠
隔
操
作
し
、

受
信
し
た
電
波
を
モ
ニ
タ
ー
（
聴
音
）
し
、

電
波
の
到
来
方
向
な
ど
を
測
定
し
て
発
射

源
を
特
定
し
て
い
き
ま
す
。

　

セ
ン
タ
局
の
モ
ニ
タ
ー
に
は
地
図
が
表

示
さ
れ
、
１
～
５
カ
所
の
セ
ン
サ
局
が
と

ら
え
た
電
波
が
赤
い
ラ
イ
ン
と
な
っ
て
映

し
出
さ
れ
ま
す
。
複
数
の
ラ
イ
ン
が
交
差

し
て
い
る
場
所
が
電
波
の
発
射
源
で
す
。

現代生活になくてはならない電波。総務省では、全国１１
カ所にある総合通信局および沖縄総合通信事務所におい
て、不法電波を取り締まり、良好な電波利用環境を保つた
めの活動を行っています。

電波発射源可視化装置。右側
のパネルで電波をキャッチし、
モニターに映し出す。モニター
が載っているボックスを移動さ
せながら不法電波を探索する。

各地のセンサ局が該当電波を受信し、その方向が地図
上に表示される。赤いラインが交わった地点が発射源。

電波発射源可視化装置がとらえた
電波がモニターに映し出される。左
側の男性が携帯電話から発信した
電波が右上に映像化されている。

DEURASを搭載した不法無線局探索車、DEURAS-M。

電波監視室内と同様のシス
テムが組み込まれた車内。

移動しながら使う
携帯型方位測定装置

術
力
は
世
界
に
誇
れ
る
も
の
で
す
。

　

発
射
源
を
突
き
止
め
る
と
、
そ
の
多
く

は
不
法
市
民
ラ
ジ
オ
（
C
B
無
線
）
や
不

法
パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
、
不
法
ア
マ
チ
ュ
ア

無
線
と
い
っ
た
「
不
法
三
悪
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
す
。
総
合
通
信
局
は
取
締
り
や

摘
発
を
捜
査
機
関
と
協
力
し
て
行
い
、
現

場
で
口
頭
告
発
し
ま
す
。
ま
た
、
無
線
機

器
は
押
収
さ
れ
、
不
法
無
線
局
を
使
用
し

た
人
は
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
て
総
務
省
で
は
、
D
E
U
R
A
S

な
ど
の
監
視
設
備
を
利
用
し
て
、
日
夜
、
安

心
で
安
全
な
暮
ら
し
の
た
め
に
地
道
で
は
あ

り
ま
す
が
、
重
要
な
電
波
の
監
視
を
行
っ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
関
東
総
合
通
信
局
は
重

要
無
線
通
信
妨
害
申
告
の
24
時
間
対
応
を

行
っ
て
い
ま
す
。
休
日
・
夜
間
は
全
国
の
総

合
通
信
局
を
代
表
し
て
電
波
の
監
視
役
を

担
っ
て
い
ま
す
。

電波に関する困りごとやご相談は、下記までお問い合わせください
北海道総合通信局
管轄区域 :北海道

不法無線局、混信・妨害 (011)737-0099 受信障害(テレビ・ラジオ) (011)737-0033
電波利用料 (011)709-6000 その他行政相談 (011)709-3550

東北総合通信局 
管轄区域 :青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

不法無線局、混信・妨害 (022)221-0641 受信障害(テレビ・ラジオ) (022)221-0698
電波利用料 (022)221-0663 その他行政相談 (022)221-0610

関東総合通信局
管轄区域 :茨城、栃木、群馬、埼玉、 
千葉、東京、神奈川、山梨

不法無線局、混信・妨害 (03)6238-1939 (全国)短波混信・妨害 (046)888-2182
電波利用料 (03)6238-1932 放送相談(地上デジタル放送) (03)6283-1944
受信障害(テレビ・ラジオ) (03)6238-1945 その他行政相談 (03)6238-1940

信越総合通信局 
管轄区域 :新潟、長野

不法無線局、混信・妨害 (026)234-9976 受信障害(テレビ・ラジオ) (026)234-9991
電波利用料 (026)234-9998 その他行政相談 (026)234-9961

北陸総合通信局 
管轄区域 :富山、石川、福井

不法無線局、混信・妨害 (076)233-4441 受信障害(テレビ・ラジオ) (076)233-4491
電波利用料 (076)233-4414 その他行政相談 (076)233-4405

東海総合通信局 
管轄区域 :岐阜、静岡、愛知、三重

不法無線局、混信・妨害 (052)971-9107 受信障害(テレビ・ラジオ) (052)971-9648
電波利用料 (052)971-9142 その他行政相談 (052)971-9104

近畿総合通信局 
管轄区域 :滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

不法無線局、混信・妨害 (06)6942-8535 受信障害(テレビ・ラジオ) (06)6942-8567
電波利用料 (06)6942-8544 その他行政相談 (06)6942-8502

中国総合通信局 
管轄区域 :鳥取、島根、岡山、広島、山口

不法無線局、混信・妨害 (082)222-3332 受信障害(テレビ・ラジオ) (082)222-3383
電波利用料 (082)222-3308 その他行政相談 (082)222-3314

四国総合通信局 
管轄区域 :徳島、香川、愛媛、高知

不法無線局、混信・妨害 (089)936-5051 受信障害(テレビ・ラジオ) (089)936-5030
電波利用料 (089)936-5006 その他行政相談 (089)936-5020

九州総合通信局 
管轄区域:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

不法無線局、混信・妨害 (096)312-8255 受信障害(テレビ・ラジオ) (096)326-7873
電波利用料(納付関係) (096)326-7843 その他行政相談 (096)326-7819

沖縄総合通信事務所 
管轄区域 :沖縄

不法無線局、混信・妨害 (098)865-2308 受信障害(テレビ・ラジオ) (098)865-2307
電波利用料 (098)865-2303 その他行政相談 (098)865-2390

特
定
に
動
き
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
消
防
署
か
ら
、
ド
ク
タ
ー
ヘ

リ
の
無
線
を
妨
害
す
る
な
ど
の
申
告
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
D
E
U
R
A
S
に
よ
り
直
ち

に
電
波
の
発
射
源
の
特
定
に
努
め
ま
す
。

　

ま
た
、
一
般
の
方
か
ら
の
「
ト
ラ
ッ
ク

が
通
る
た
び
に
テ
レ
ビ
が
映
り
に
く
く
な

る
」
と
い
っ
た
申
告
に
対
し
て
、
そ
の
妨

害
源
を
探
査
し
ま
す
。
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地デジ化
すんでますか

アナログ放送終了まで、あと2カ月を切りました!
7月24日※には、地上デジタル放送に完全移行します。
ご自宅のテレビ、地デジ化の準備はお済みでしょうか？
「どこに相談すればいいの？」「どんな支援があるの？」

などの疑問をお持ちの方は必見です！　あなたの地デジ化、お手伝いします。

7月24日
アナログ放送
終了!!

地デジのことで困っていませんか？

　地デジに完全移行する7月24日前後、全国
各地の市町村役場やイベント会場など、身近
な場所で対面相談及び各種支援等の案内窓口
として地デジ臨時相談コーナーを設置します。
「えっ、アナログ放送が終わるの?」「何をどう
すればいいか分からない!」など、なんらかの理
由で対応できずにいる高齢者の方などのニー
ズにきめ細かくお応えします。地デジに関する
質問をお気軽にご相談ください。

全国約1000カ所で、
身近な地デジ臨時相談コーナーを設置します!!

うちはどうしたら
いいの ?

どれくらい費用が
かかるの ?

どんな支援が
あるのかしら?

誰に聞いたらいいか
分からない

アンテナは
そのまま使えるの?チューナーって何 ?

〈イメージ〉

※岩手県、宮城県、福島県のアナログ放送終了期限は、最大1年内で別途定めます。
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チ
ュ
ー
ナ
ー

支
援
に
つ
い
て

　
チ
ュ
ー
ナ
ー
と
は
、ア
ナ
ロ
グ

テ
レ
ビ
で
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を

受
信
す
る
た
め
の
装
置
を
い
い
ま

す
。

　
総
務
省
で
は
、世
帯
全
員
が
市

町
村
民
税（
特
別
区
民
税
を
含
む
）

非
課
税
の
措
置
を
受
け
て
い
る
世

帯
に
、簡
易
な
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
無

償
で
給
付
し
て
い
ま
す
。

　
非
課
税
世
帯
支
援
の
対
象
で
あ

る
こ
と
の
証
明
と
し
て
、世
帯
全

員
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し

と
、世
帯
全
員
分（
平
成
3
年
4
月

2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
の
分
を

除
く
）の
非
課
税
証
明
書
が
必
要

で
す
。詳
し
く
は
地
デ
ジ
チ
ュ
ー

ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン
タ
ー
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、従
来
の
N 

H 

K
放
送
受

信
料
全
額
免
除
世
帯
に
対
す
る
支

援
も
継
続
し
て
実
施
し
て
い
ま
す

の
で
、引
き
続
き
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

ビ
ル
陰
受
信

障
害
に
つ
い
て

　
地
デ
ジ
で
は
、ビ
ル
陰
等
に
よ
る

受
信
障
害
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
ま

す
。受
信
障
害
が
解
消
す
る
場
合

と
、継
続
す
る
場
合
と
で
は
対
応
方

法
が
異
な
っ
て
き
ま
す
の
で
、地
デ

ジ
対
応
が
ま
だ
の
方
は
、今
す
ぐ
に

確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
受
信
障
害
が
解
消
す
る
場
合
は
、

ご
自
身
で
受
信
ア
ン
テ
ナ
を
立
て

る
等
、各
ご
家
庭
で
地
デ
ジ
の
準
備

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
受
信
障
害
が
継
続
す
る
場
合
は
、

共
同
受
信
施
設
の
デ
ジ
タ
ル
化
が

必
要
で
す
の
で
、施
設
管
理
者
に
今

す
ぐ
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
共
聴
施
設
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
関

し
て
お
困
り
の
こ
と
が
ご
ざ
い
ま

し
た
ら
、デ
ジ
サ
ポ
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

地
デ
ジ
詐
欺
に

つ
い
て

　
総
務
省
や
デ
ジ
サ
ポ
を
名
乗
る

職
員
が
家
に
来
て
、地
デ
ジ
普
及
の

た
め
な
ど
と
偽
っ
て
費
用
を
請
求

す
る
、あ
る
い
は
工
事
業
者
を
名
乗

る
者
が
地
デ
ジ
対
応
工
事
を
す
る

か
ら
と
偽
っ
て
前
金
を
要
求
す
る

な
ど
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
報
告
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
行
政
機
関
や
放
送
局
が
、地
デ
ジ

に
関
す
る
こ
と
で
お
金
を
請
求
す

る
こ
と
は
、絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、頼
ん
で
い
な
い
工
事
や
覚
え

の
な
い
請
求
は
は
っ
き
り
こ
と
わ

り
、絶
対
部
屋
に
上
が
ら
せ
な
い
こ

と
が
肝
心
で
す
。「
こ
れ
っ
て
地
デ

ジ
詐
欺
？
」と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
お

近
く
の
警
察
や
地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
に
連
絡
し
ま
し
ょ
う
。

総務省からのお知らせです!

http://www.chidejisien.jp/
　　 0570-023724
FAX：043-302-0284
上記の電話番号が利用できない場合
043-332-2525
（平日9:00～ 21:00、土・日・祝日 9:00～18:00）

市町村民税非課税世帯への
支援に関するお問い合わせは

http://www.chidejisien.jp/
　　 0570-033840
FAX：044-966-8719
上記の電話番号が利用できない場合
044-969-5425
（平日9:00～ 21:00、土・日・祝日 9:00～18:00）

NHK放送受信料全額免除世帯への
支援に関するお問い合わせは

　　 0570-093-724
上記の電話番号が利用できない場合
03-5623-3121
（平日9:00～18:00）

共同受信施設の助成金制度に関する
お問い合わせは

※おかけ間違いにはくれぐれもご注意願います。

東日本大震災等による被災を受けた施設・設備に対する 
地上デジタル放送移行のための支援について

　本年7月24日に全国においてアナログ放送を停波し、地上放送の完全デジタル化を実現する予定でしたが、先般の
東日本大震災による影響を調査等した結果、岩手、宮城、福島の3県に関しては、アナログ放送停波の延期につい
て所要の検討に着手することとしました。期間は、法律上は最大1年間とし、具体的な延期期間は今後検討します。 
　また、総務省では、東日本大震災等による被災を受けた施設・設備に対して復旧支援を実施します。被災地におけ
る地上デジタル放送への円滑な移行を実現するため、重点的な対策を進めてまいります。
　なお、岩手、宮城、福島以外の全国各地域は、予定どおり本年７月24日にアナログ放送を終了します。

地デジチューナー支援事業の拡充

共同受信施設の復旧支援

　平成23年3月11日以降に災害救助法が適用された区域内において、半壊、半焼または床上浸水以上の程度の被害を受けた世
帯、または避難の勧告、指示または退去命令を継続して1カ月以上受けている世帯（被災世帯）に対して、簡易なチューナーやアンテ
ナの支援を行います。詳しくは、総務省　地デジチューナー支援実施センター（0570-033840）にお問い合わせください。

その他のお問い合わせ先

019-903-0101
デジサポ岩手

022-745-1500
デジサポ宮城

024-505-1010
デジサポ福島

 http://digisuppo.jp/

　現在、ビル陰受信障害対策共聴施設や集合住宅共聴施設を地デジ化対応するための改修等に対し、支援事業を行っていま
すが、災害救助法適用地域（※）において、震災により被災した施設を対象に、助成を拡充します。詳しくは、総務省　テレビ受
信者支援センター統括本部（03-6459-2781（平日9:00～18:00））にお問い合わせください。
※東京都を除く

（平日9:00～21:00、土・日・祝日9:00～18:00）※おかけ間違いにはくれぐれもご注意願います。

MIC FOCUS

地デジに関する全般的なご相談は

総務省　地デジコールセンター

　0570-07-0101
総務省　地デジコールセンターがお受けし、デジサポが対応します。

（平日9:00～21:00、土・日・祝日9:00～18:00）
IP電話など、ナビダイヤルがつながらない場合は、03-4334-1111へ。

※おかけ間違いにはくれぐれもご注意願います。
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経
済
セ
ン
サ
ス–

活
動
調
査
は
、

我
が
国
の
全
産
業
分
野
の
事
業
所

及
び
企
業
の
経
済
活
動
の
状
態
を
、

全
国
的
及
び
地
域
別
に
明
ら
か
に

す
る
基
幹
統
計
調
査
で
す
。

　

経
済
セ
ン
サ
ス–

活
動
調
査
は
、

全
産
業
分
野
の
売
上
（
収
入
）
金

額
や
費
用
な
ど
の
経
理
項
目
を
、

同
一
時
点
で
網
羅
的
に
把
握
す

る
我
が
国
唯
一
の
統
計
調
査
と
し

て
新
た
に
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、

日
本
の
経
済
活
動
の
状
態
を
明
ら

か
に
し
、「
日
本
の
経
済
力
」
を

知
る
た
め
の
重
要
な
調
査
で
す
。

　

経
済
セ
ン
サ
ス–

活
動
調
査
は
、

平
成
24
年
２
月
に
実
施
し
ま
す
。

　

支
社
等
の
な
い
、
単
独
事
業
所

に
つ
い
て
は
、
調
査
員
が
事
業
所

に
伺
い
、
調
査
票
へ
の
記
入
依
頼
、

平
成
24
年
経
済
セ
ン
サ
ス

活
動
調
査
を
実
施
し
ま
す

調
査
票
な
ど
の
配
布
・
回
収
を
行

い
ま
す
。
ま
た
、
支
社
等
の
あ
る

企
業
本
社
に
つ
い
て
は
、
行
政
機

関
が
郵
送
に
よ
り
調
査
票
を
配
布

し
、
郵
送
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
調
査
票
の
回
収
を
行
い
ま
す
。

　

経
済
セ
ン
サ
ス–

活
動
調
査
の

実
施
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
実

施
し
て
い
た
、
事
業
所
・
企
業
統

計
調
査
、
サ
ー
ビ
ス
業
基
本
調
査
、

本
邦
鉱
業
の
す
う
勢
調
査
を
廃
止

す
る
と
と
も
に
、
平
成
21
年
商
業

統
計
調
査
、
平
成
23
年
工
業
統
計

調
査
、
平
成
23
年
特
定
サ
ー
ビ
ス

産
業
実
態
調
査
を
中
止
し
、
活
動

調
査
の
中
で
必
要
な
事
項
を
把
握

す
る
こ
と
に
よ
り
、
調
査
の
対
象

と
な
る
事
業
者
の
皆
様
方
の
記
入

負
担
の
軽
減
を
図
り
ま
す
。

総務省統計局 平成24年経済センサス－活動調査
http://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/index.htm

More
Info

総務省ニュース

全国すべての
事業所が
調査対象です

支社等のある企業には「事業所等確認票」を配布しています
　正確な統計を作成するため、平成24年2月の
調査に先立ち、支社等の事業内容等を確認させて
いただいております。
　対象の企業には、平成23年6月から「事業所等
確認票」を配布しています。印字されている内容
の確認・修正と、調査票の回答方法（郵送かイン
ターネット）をご記入の上、返送をお願いいたし
ます。

　支社等とは、本社等が統括している事業所のことで、支社・支
所・支店のほか、従業者を有し、事業活動が行われていれば、営業
所、出張所、配送センターなども含まれます。 中小企業から大企業まで

［調査結果はこのようなことに利用されます］

1  国内総生産（GDP）や 
都道府県民所得の推計

2  地方消費税の清算や 
市町村への交付

3  地域の産業振興や 
活性化のための施策

4  工業団地開発計画・ 
企業誘致の施策

従業者のいる倉庫

研究・開発センター 管理人のいる寮

社員研修センター 資料館

18MIC   June 201119 MIC   June 2011



前日光県立
自然公園

鹿沼駅

板荷駅

JR日光線

東武日光線

北鹿沼駅

古
峰
ケ
原

高
原

千
手
山
公
園

新鹿沼駅

樅山駅

楡木駅

笑
顔
あ
ふ
れ
る
　

や
さ
し
い
ま
ち

　

山
林
や
河
川
な
ど
の
豊
か
な
自

然
資
源
、
伝
統
あ
る
魅
力
的
な
文

化
財
を
有
し
て
い
る
鹿
沼
市
で
す

が
、
目
下
の
課
題
は
、
中
心
市
街

地
の
活
性
化
に
あ
り
ま
す
。
車
社

会
を
背
景
と
し
た
経
済
活
動
の
増

加
等
に
よ
り
、
郊
外
へ
の
人
口
流

出
や
空
き
店
舗
の
増
加
な
ど
中
心

市
街
地
の
空
洞
化
が
深
刻
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
空
き
店
舗

の
有
効
活
用
な
ど
で
商
業
地
域
を

活
性
化
し
、
観
光
客
を
含
め
た
中

心
市
街
地
の
交
流
人
口
の
増
加
を

図
っ
て
い
ま
す
。

伝
統
技
術
が
光
る

木
工
の
ま
ち

　

北
関
東
中
央
部
に
位
置
す
る
栃

木
県
鹿
沼
市
。
県
庁
所
在
地
宇
都

宮
市
の
西
隣
、
北
に
は
日
光
連
山

を
望
む
、
自
然
に
恵
ま
れ
た
落
ち

着
き
の
あ
る
住
環
境
を
形
成
し
て

い
ま
す
。
東
京
か
ら
約
1
0
0
㎞

圏
内
に
あ
り
、
東
北
自
動
車
道
、

北
関
東
自
動
車
道
な
ど
の
高
速
道

路
、
J
R
日
光
線
、
東
武
日
光
線

な
ど
の
鉄
道
が
発
達
し
、
交
通
ア

ク
セ
ス
も
至
便
で
す
。
そ
の
た
め
、

宇
都
宮
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し

て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

　

市
域
の
約
７
割
を
山
林
が
占
め

て
い
る
鹿
沼
市
は
、
江
戸
時
代
か

ら
の
伝
統
的
な
木
工
技
術
が
伝
わ

る
「
木
工
の
ま
ち
」
と
し
て
も
有

名
で
す
。
製
材
業
や
建
具
な
ど
の

製
造
業
が
盛
ん
で
、
特
に
「
鹿
沼

の
組
子
」
は
全
国
的
な
知
名
度
を

誇
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
伝
統
行

事
「
鹿
沼
ぶ
っ
つ
け
秋
祭
り
」
の

彫
刻
屋
台
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の

伝
統
を
今
に
残
す
精
緻
な
彫
刻
が

見
も
の
で
、
鹿
沼
を
代
表
す
る
文

化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
園
芸
用
に
需
要
の
高

い
鹿
沼
土
、
全
国
有
数
の
産
地
と

し
て
有
名
な
サ
ツ
キ
、
ニ
ラ
や
イ

チ
ゴ
、
和
牛
や
ハ
ト
ム
ギ
な
ど

の
農
産
物
等
、
豊
富
な
特
産
品
は
、

「
か
ぬ
ま
ブ
ラ
ン
ド
」
と
し
て
市

と
か
ぬ
ま
ブ
ラ
ン
ド
推
進
協
議
会

に
よ
っ
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
さ
れ
、

地
域
の
新
た
な
魅
力
創
出
に
貢
献

し
て
い
ま
す
。

地
域
の
魅
力
を
新
た
に
発
掘
！

ほっ
と
立
ち
寄
れ
る
「
お
も
て
な
し
」
の
ま
ち

首
都
圏
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
も
至
便
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
木
工
の
ま
ち
。

そ
こ
で
は
、
市
民
の
「
お
も
て
な
し
」
の
心
と
、
若
い
ア
イ
デ
ア
で
、

中
心
市
街
地
を
活
性
化
す
る
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

鹿
沼
市

の

栃
木
県

CITY PROFILE

人口：101,978人（平成23年5月1日現在）

面積：490.62k㎡

HP：http://www.city.kanuma.tochigi.jp/

昭和23年の市制施行記念事業として整備
された千手山公園。約300本のサクラと
1000本を超えるツツジが見どころ。人気
映画の撮影地としても有名。

撮
影
：
宇
賀
神
善
之
　
写
真
提
供
：
鹿
沼
市

毎年開催されている「鹿沼さつきマラソン大会」。30
回記念大会だった昨年は、子供から大人まで1万人超
のランナーが集い、新緑の鹿沼路を走り抜けた。

右／今宮神社氏子27カ町で保有さ
れている彫刻屋台のうち、３台が「屋
台のまち中央公園」に展示されてい
る。写真の久保町屋台は、江戸時代
に建造された匠の技が光る名品。
左／鹿沼の秋の風物詩である「鹿沼
ぶっつけ秋祭り」。江戸時代から約
400年の伝統を誇っており、豪華絢
爛、勇壮優美な彫刻屋台の引き回し
や、「ぶっつけ」と言われるお囃子
の競演が見どころ。国の重要無形民
俗文化財に指定されている。

栃木県

鹿沼市

茂呂山に整備されている
野鳥の森公園から、市内
を一望できる。奥に連なる
山 は々日光連山。

版画家・川上澄生の作品を展示している川
上澄生美術館。作品に登場する洋館をイメー
ジして造られ、内装には鹿沼産の木を随所に
使用している。

菜園付き住宅分譲地「鹿沼くら～ねの里」。東
京まで電車で90分の立地の良さと、心強い
地元応援団「くら～ね」のサポートが人気。

　

ま
た
、
中
山
間
地
の
有
効
活
用

と
定
住
人
口
の
増
加
を
図
る
た
め
、

菜
園
付
き
住
宅
地
を
分
譲
し
て
い

ま
す
。
首
都
圏
へ
の
ア
ク
セ
ス
の

良
さ
、
野
菜
づ
く
り
や
地
域
参
加

を
支
援
し
て
く
れ
る
地
元
住
民
の

応
援
団
の
存
在
が
、「
田
舎
暮
ら

し
」
を
求
め
る
都
市
部
の
人
々
の

ニ
ー
ズ
と
マ
ッ
チ
し
、
30
～
60
代

ま
で
幅
広
い
層
の
入
居
が
決
ま
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
次
々
に
新
た
な

P
R
ポ
イ
ン
ト
を
発
掘
し
、「
笑

顔
あ
ふ
れ
る
や
さ
し
い
ま
ち
」
を

目
指
し
た
取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。
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プ
ン
し
た
ば
か
り
の
「
ま
ち
の
駅

新
・
鹿
沼
宿
」
は
、
大
型
商
業
施

設
の
跡
地
を
利
用
し
て
平
成
17

年
か
ら
整
備
が
進
め
ら
れ
、「
ま

ち
の
駅
」
の
キ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
、
大
き
な
役
割
を
担
っ

て
い
ま
す
。
地
域
情
報
の
発
信
拠

点
、
市
内
を
網
羅
す
る
リ
ー
バ
ス

　
「
中
心
市
街
地
を
活
性
化
し
た

い
」「
集
客
の
核
と
な
る
イ
ベ
ン

ト
を
作
り
た
い
」「
新
規
創
業
者

を
増
や
し
た
い
」。
こ
の
よ
う
な

市
民
の
思
い
が
形
と
な
っ
た
の

が
、「
T
H
E
楽
市
in
か
ぬ
ま
」

で
す
。
市
内
の
商
業
者
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
、
市
民
活
動
団
体
な

ど
の
代
表
者
か
ら
な
る
若
手
15
人

の
「
か
ぬ
ま
楽
市
実
行
委
員
会
」

に
よ
り
、
平
成
20
年
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
市
内
外
か
ら
の
来

場
者
に
市
内
を
ゆ
っ
く
り
見
て

回
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
中
心
市

の
発
着
点
、
ま
た
、「
か
ぬ
ま
ブ

ラ
ン
ド
」
商
品
を
は
じ
め
と
し
た

特
産
品
や
地
場
農
産
物
な
ど
の
販

売
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
た

「
新
・
鹿
沼
宿
」。
ト
イ
レ
休
憩
や

食
事
、
お
土
産
購
入
な
ど
、
ま
ず
、

「
足
を
止
め
て
も
ら
う
」
こ
と
か

ら
誘
客
を
図
り
ま
す
。

　

鹿
沼
市
で
は
、
誰
で
も
休
憩
や
、

ト
イ
レ
を
利
用
で
き
、
地
域
の
情

報
を
入
手
で
き
る
「
ま
ち
の
駅
」

の
開
設
を
支
援
し
、
交
流
人
口
の

拡
大
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
現
在
、

市
内
に
開
設
さ
れ
た「
ま
ち
の
駅
」

は
実
に
87
カ
所
。
そ
の
数
は
日
本

一
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

　
「
ま
ち
の
駅
」
の
ほ
と
ん
ど
は

市
内
の
施
設
や
商
店
な
ど
が
自

主
的
に
開
設
、
運
営
し
て
い
ま
す
。

ト
イ
レ
を
気
持
ち
よ
く
使
え
る
よ

う
、
き
れ
い
に
保
つ
「
ピ
カ
ピ
カ

ト
イ
レ
」
の
実
践
な
ど
「
お
も
て

な
し
」
の
心
を
大
切
に
し
て
お

り
、
訪
問
し
て
く
れ
た
人
が
「
楽

し
く
回
遊
で
き
る
ま
ち
」
に
な
る

よ
う
、
各
駅
間
で
の
情
報
交
換
や

イ
ベ
ン
ト
開
催
な
ど
、
市
民
が
主

体
と
な
っ
て
様
々
な
取
組
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

中
で
も
今
年
４
月
29
日
に
オ
ー

来場者15,000人を数える楽市のメインイベント「まちなかマーケッ
ト」。鹿沼市の特産品や手作り雑貨など、50を超える店舗が参加。

子供たちが忍者に扮して市内を
駆け巡る人気企画「忍者まちを
走る」。

交通安全を呼び掛けるカヌマン。鹿沼警察署から交通安全功労賞も受賞し
た。市と防犯協会が手掛ける「さんぽ de パトロール」事業にも協力している。

東日本大震災により市内のフォ
レストアリーナに避難してき
た、福島県飯舘村の子供たちを
励ますカヌマン。募金活動も継
続して行っている。

市
民
の
アイ
デ
ア
で
市
街
地
再
生

鹿沼市の新たな観光拠点である「まちの
駅　新・鹿沼宿」。にらそばやかぬま和
牛など地元食材を使った飲食店や、イチ
ゴやニラなどの農産物直売、木製品など
の特産物販売を行っている。

「日本一きれいなトイレ」を
目指して作られたピカピカト
イレ。誰もがゆったりと落ち
着いて使えるよう、空間デザ
インやバリアフリーに配慮し
ている。

その1地方力

その2地方力

その3地方力

交流人口増加を目指す「おもてなし」

「まちの駅」設置数日本一！

地元若者が生んだご当地ヒーロー！

絢爛郷土カヌマン

市街地活性化の“核”となる市民イベント
「THE楽市 inかぬま」

街
地
の
活
性
化
、
に
ぎ
わ
い
の
創

出
に
つ
な
げ
よ
う
と
、
市
内
の
魅

力
を
再
発
見
で
き
る
ラ
リ
ー
形

式
の
催
し
な
ど
、
若
い
パ
ワ
ー
と

斬
新
な
ア
イ
デ
ア
を
活
か
し
、
鹿

沼
独
自
の
特
色
あ
る
イ
ベ
ン
ト

の
企
画
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
先
日
オ
ー
プ
ン
し
た

「
ま
ち
の
駅　

新
・
鹿
沼
宿
」
と

も
連
携
し
、
子
供
か
ら
お
年
寄
り

ま
で
幅
広
い
年
齢
層
の
人
々
が

楽
し
め
る
、「
核
」
と
な
る
イ
ベ

ン
ト
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
予

定
で
す
。

　

鹿
沼
市
の
ご
当
地
ヒ
ー
ロ
ー

「
絢
爛
郷
土
カ
ヌ
マ
ン
」。「
１
号

＝
イ
チ
ゴ
」「
２
号
＝
ニ
ラ
」「
３

号
＝
鹿
沼
土
」「
４
号
＝
サ
ツ
キ
」

「
５
号
＝
木
工
と
工
業
」
と
特
産

品
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
は
、
鹿
沼
市
に
在
勤
、
在

住
す
る
20
～
30
代
の
若
者
を
中

心
と
し
た
市
民
団
体
「
鹿
沼
ヒ
ー

ロ
ー
計
画
」
が
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

カ
ヌ
マ
ン
の
誕
生
は
、
地
元
で

地
域
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い

た
メ
ン
バ
ー
が
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
力
で
も
っ
と
広
め
た
い
」
と
考

え
た
こ
と
が
き
っ
か
け
。
そ
の
た

め
、
単
な
る
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
で

は
な
く
、
郷
土
の
た
め
に
な
る
活

動
に
特
化
し
て
出
動
し
て
い
ま
す
。

今
で
は
、
市
長
も
「
総
司
令
官
」

と
し
て
出
動
す
る
ほ
ど
欠
か
せ
な

い
存
在
に
な
っ
て
お
り
、
特
別
住

民
票
を
授
与
さ
れ
、
小
学
校
の
社

会
科
副
読
本
の
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
に

も
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

若
者
た
ち
の
地
元
愛
が
、
活
性

化
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
の
で
す
。

鹿沼産の木材をふんだんに使用した建
物は、内装にも伝統技術の粋を集めた
「木工のまち」ならではのアイデアが詰
まっている。

鹿沼では昔からごく当たり前
に食されている「にらそば」。
特産品の「そば」と「ニラ」
の絶妙なコラボレーションは
世代を超えて愛されている。

　「T
H
E
楽
市
i
n
か
ぬ
ま
」
の
ポ
ス

タ
ー
。
今
年
か
ら
は
財
源
も
独
立
し
、

市
民
に
よ
る
協
働
事
業
と
し
て
新
た

な
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。
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